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午前９時００分開議

○議長（山路 有君） 皆さん、おはようございます。令和４年１２月第４回定例会本会議３日

目、議案質疑を開会いたします。

日程に先立ち、一言御挨拶申し上げます。新型コロナ感染状況が気になるところであります。

国内においては、第八波到来、新規感染者が６日続きで１０万人を超えるところであります。鳥

取県内においても同様であり、６日続きで８００人を超える状況であります。特に鳥取県西部に

おいて、これも６日続きで４００人前後と、その数が気になるところであります。村民の皆様に

は、引き続き感染予防に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

ここで、議案質疑の在り方について確認をしておきます。標準町村議会会議規則、また、同委

員会条例で定めてありますが、１議案について１議員３回まで、また、あくまでも上程議案につ

いての疑問点を問う場であります。よって、個人の意見、要望等を述べる場でないことも御理解

ください。決して議員各位の質疑、発言を制限するものでないことも御理解いただきたいと思い

－２－



ます。また、質疑においては、簡潔明瞭にお願いいたします。

それでは、本日の会議に入ります。

ただいまの出席議員は８名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

・ ・

日程第１ 議案第５１号

○議長（山路 有君） 日程第１、議案第５１号、日吉津村議会議員及び日吉津村長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例を議題とします。

これから質疑を行います。質疑ありませんか。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。この条例についての説明っていうのは、説明資

料にしてはございますけれども、これって大変重要なことだと捉えております。この概要のとこ

ろには書いてありますけれども、かいつまんでっていうことでいいですが、この条例についての

説明をざっとしていただくっていうことはできないもんでしょうか、していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○議長（山路 有君） 三島議員、よろしいでしょうか。

○議員（４番 三島 尋子君） はい。

○議長（山路 有君） それは質疑でないと思いますけども、説明はもう説明のときに、議案説

明でしておりますので。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） 説明で、この簡潔な説明っていうのでは分かりにくいと思うので、

もっときちっと説明をしていただきたいっていうことですけれども、それも駄目なんですね。

○議長（山路 有君） 今言ったとおりです。

○議員（４番 三島 尋子君） はい。じゃあ、質問に入ります。

ここに１条からずっと条例は定めてございますが、その中を見ていきますと、車を使用するっ

ていうことについて５条のところにありますけれども、これについては、１台につき２万１０

０円を払っていくっていうこと、それについて、選挙期間中、５日間になると思いますけれども、

それを掛けたものが出していただけるっていうことですね。

あと、次ですけれども、それは一般運送のところの契約ということが２万１００円というこ

とですし、それから、それ以外ではなくて、１万１００円というのもありますし、あと５００
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円、これは燃料代っていうことですので、これは自分の車を使ったときっていうことなんでしょ

うか。それとあと、運転手は１人、１万５００円っていうことですね。その点、確認です。

それから、７条のビラのところですが、ここに選挙用ビラの作成っていうのは入っております

けども、はがきっていうのがないですが、これは法によってだけ見るっていうことなんでしょう

か。はがき８００枚というのがありますけども、そのはがきっていうのがなくて、選挙用ビラ作

成っていうことだけがあります。その点をお伺いをいたします。

あと、ポスターですね、ポスターは１２条にありますけれども、これは掲示用のポスターはも

ちろん分かりますが、法を見ますと５００枚っていうのがありますね。日吉津村の規定でも５０

０枚っていうのが載ってると思いますけれども、その５００枚っていう、それまでは作成しても

いいっていうことなんでしょうか。その点をお願いいたします。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。

まず、１点目の一般運送契約ですけれども、こちらは一括で契約された場合ということでござ

いまして、告示の日から選挙の前の日までの５日間ということで、これを５倍したものまでが上

限ということでお支払いするということでございます。

それから、燃料供給の契約の車のことですけれども、これはレンタカーでも構いませんし、選

挙人の方が指定された車ということで届出をしていただいて、その車に対して１台当たり１日５

００円ということですので、これも５日間掛けて上限５００円までということになります。１

人１台までということですね。

それから、ビラということですが、これはあくまでビラということでさせていただきたいと思

います。

それと、ポスターですけども、ポスターは何枚作っていただいても構わないんですが、公費で

見るのは、一応掲示用ポスターということで、８か所分ということまでにしております。以上で

ございます。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。ビラですけれども、はがきっていうのは８００

枚っていうのは、じゃあ、公選法を見ればいいっていうことなんですね、それによって行えばい

いっていうことでしょうか。ここにはがきっていうのないですけれども、その点、もう一度お願

いいたします。

ポスターですが、仮に３００枚作った場合に、８枚は掲示板に出しますが、あと全部、３００
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枚分の、あれは証紙ですかね、それを貼ってもらえる。どこに貼ってもいいということなんでし

ょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。

一応、今回の公費で出るのがビラということですので、それは御了解いただきたいと思います。

それから、ポスターですけども、ポスターの５００枚、今までの皆様の実績も勘案しながら作

っておりますが、そんなに枚数的には何十枚というような単位でしかお作りになってないという

ふうに把握しております。ですので、あくまで先ほどもおっしゃいましたように、公費で見ます

のは、掲示場に貼る８か所分の１００円掛ける８か所ということで、８００円が上限という

ことでお願いしたいと思っております。以上です。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第５１号の質疑を終わります。

・ ・

日程第２ 議案第５２号

○議長（山路 有君） 日程第２、議案第５２号、日吉津村職員の定年引上げ等に伴う関係条例

の整備に関する条例を議題とします。

これから質疑を行います。質疑ありませんか。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ７番、前田です。この条例案の中におきまして、今回定年が徐々

に６５まで延長するということなんですが、６０になったら、管理職、管理監督職は一応外れる

という理解なんですが、見ますと、例外もありますよね、その場合の。ここでいいますと、要す

るに第４条ですかね、４条で、いわゆる幾つかの条件の下、管理職職員を引き続き１年、あるい

は３年まで延長できるというふうな例外の場合があるというふうに、そのように私は読んだんで

すが、その点の確認と、それから、その例外が一応条件が書いてありますが、今現在、日吉津村

役場の職員の体制の中で、こういったことが活用、要するに例外規定が適用される想定があるの

かないのかっていう、仮定になろうかと思いますが、安易にこれを使うっていうのはどうかとい

う観点から、その例外を適用する場合が想定されているかどうかということをお伺いしたいと思

います。

それから、もう一点ですね、７条の前ですね、６条に、第３章の辺りですが、先ほど言いまし
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た管理監督職勤務上限年齢制というものがあって、その中の第６条にその役職の範囲というもの

が一応決められておりますが、村条例に決められているということなんですが、今の管理監督職

という想定する役職というのは、例えば課長補佐も含めてのことなのか、その辺りの適用範囲と

いうものを教えていただければというふうに思います。

以上、２点、よろしくお願いします。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

前田議員の言われる、そういった特例のことを管理監督職勤務上限年齢制の特例ということに

なります。それで、こちらが勤務延長型特例任用ということで、具体的にはどういった場合かと

申し上げますと、業務の性質上、当該職員の他の官職への降任等による担当者の交代により、当

該業務の継続遂行に重大な障害が生じることといったこと、それから、職務が高度の専門的な知

識、熟達した技能、もしくは豊富な経験を必要とするものであるため、または勤務環境その他の

勤務条件に特殊性があるため、当該職員のほかの官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充

することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずること、こういった場合に、６０歳を過ぎて

も引き続き管理監督職を継続することができるというふうになっています。それで、あくまで１

年更新と、１年以内の延長ということになりますが、こちらが最長３年まではできますよという

ことでなっております。これがこれの特例任用の制度でございます。

本村の場合ですけども、あくまで特例ですので、今のところこれを該当させるというような想

定はしていないところでございます。おっしゃいますように、この制度を安易に活用すべきでは

ないというふうな考え方は持っています。

それと、この範囲ですけれども、範囲は管理職手当をもらってる職員ということになりますの

で、本村でいえば課長職、それから、課長補佐職がこちらに該当するということになります。以

上でございます。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） １点目の点ですね、総務課長の答弁も私の意図と同じ意図だと思

います。想定する場面というのは、例えば災害でも発生をして、極端に職員の体制が対応がしに

くいとか、私が勝手なイメージでいいますと、そういう外的な要因ということであって、内部的

にこの職員には引き続きしてもらおう、管理職としてしてもらおうというふうな想定は無理があ

るというふうに思いますが、その点、一応村長にその辺の確認をお願いできたらと思います。い

かがですか。
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○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。先ほど総務課長が答弁をしたとおりの運用というこ

とになってこようかと思います。議員おっしゃいますように、災害であったりとか、または総務

省のほうから例示なんかがある分では、特別な大規模な大きなプロジェクトを推進をしていて、

その職員でないとそのリーダーが務まらない場合とか、そういったことも想定されているようで

す。

本村での運用につきましては、先ほど総務課長、答弁いたしましたように、現在のところ、こ

の適用というのは具体的に考えているわけでなくて、やはりあくまでも６０歳では役職定年とい

うことになって、若い職員を登用していくということが基本的な運用になってこようかと思いま

す。以上でございます。

○議長（山路 有君） よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第５２号の質疑を終わります。

・ ・

日程第３ 議案第５３号

○議長（山路 有君） 日程第３、議案第５３号、日吉津村職員定数条例の一部を改正する条例

を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はございませんか。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ７番、前田です。これも定年延長といいますか、再任用の職員が

増える中で、新旧交代といいますか、若い次代を担う職員を採用するための定数を、言えば余力

を持って対応したいということだと思います。従来の定数は、どっちかいうと、業務に伴って職

員の採用枠を一人一人広げていくという考え方だったというふうに思いますが、今回のは少しそ

れとは違った物の考え方だなというふうに思っております。

その上で、改めて伺うんですが、６０を過ぎたベテラン職員の方が、７０％の給与といいなが

ら、経験を生かして役場の業務に当たっていただくと。そういった中で、その方は定数内に入っ

てるんですね。職員定数に入ってる職員だという、そのことの是非はともかくとしまして、定数

内職員が再任用であるわけですから、村民の方からいえば、安易に定数を広げて、次の職員を増

やすということはどうなんだというふうな考え方が一方にあるんではないかというふうに思うわ
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けですが、その辺についての、やはりこれも村長の考え方をお示しいただいたらというふうに思

います。

それとあわせて、そういう新規でいわゆる若年層、若い職員さんを採用して、その方が次代を

担っていくということのために、この４年間を通じて、村長自身がこういった点をしっかり経験

なり、あるいは研修なりさせて、その後の職務に堪え得るような職員としていくべきだなという、

そういった観点での見方を披露いただくとありがたいなと思います。

以上、２点、お願いします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。今回の定数条例、定数を増やすという条例になりま

すけれども、今後、先ほどの条例案でありましたように定年延長が予定をされておりまして、こ

れに伴って退職をされる方が少なくなるというか、延長になっていくと、遅れていくということ

でございまして、これまで退職補充による採用というのを基本としてきたわけですけれども、今

後１０年間において５歳定年が延びていくということで、退職補充をするだけでは、何といいま

すか、計画的な採用になっていかないということが考えられるとこでありまして、特に、若手の

職員を計画的に採用をしていって、そして、この定年延長をされた方と一緒に働いていただくよ

うな格好ができることで、この若手の職員、新しい職員に対して、技術であるとか経験、ノウハ

ウというのも引き継いでもらいながら村民の皆様へのサービスを安定的に提供していくというの

が、やはり特に日吉津村においてはそういった観点が大切なのではないかということで、このた

び定年延長に併せて定数を増やすという条例を提案をさせていただいたものでございます。

２点目の問いでございますけれども、これは若手の職員、やはり先ほど申したこととも重なっ

てきますけれども、先輩職員とか豊富な経験を持っている職員の働く姿、一緒に働いて働く姿を

見たり、あるいは直接指導を受けたりということをしてもらいながら、これまでのノウハウとか

経験というのを引き継いでいくことが大切だろうなというふうに考えております。以上でござい

ます。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 総論的には理解をしますが、もう一点、再任用のベテランの職員

も含めて、結果的には、一時期的にせよ、いわゆる正規、定数内職員が増えるわけですね。その

ときに、要するに再任用の職員、あるいは新規の職員をどう、どの仕事に配置させるかっていう

のは、村長が特に配慮をすべき点だというふうに思います。そういった点でいいますと、村の業

務はいろんな形で広がっておりまして、現状において、定数内職員をより配置すべきというふう
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に私自身は感じる場所もあるわけですね。そういった点、一つ一つは言いません、この間の決算

の報告なんかで言っておりますが、そういう従来、定数内職員を配置していなかったところに配

置していくという今後の意図といいますか、検討の余地というのは、村長自身はどのように感じ

ておられるか、御答弁いただければと思います。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。先ほど答弁をいたしましたように、やはりこの定年

延長になった職員と、あとは若手、新規の職員がそれを学んでいくことが一つ大切だと思ってい

ます。そういった観点と併せまして、どういった職務にそのベテラン職員が就いていただくのが

ふさわしいのか、また、新規採用の職員がどういったところに就くのがいいのかということにつ

きましては、現在、議員おっしゃいましたように、定数内の職員が就いてないという部分もござ

いますので、その辺りも踏まえたところで検討してまいりたいというふうに考えております。以

上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） 再任用の職員が経験を生かして業務をいただくことは大変ありが

たい話なんですけども、ただ、一方で、経験ゆえに若手の職員に、結果的に経験主義的に陥ると

よくないんではないかと。役場の仕事もどんどん新しくなっておりますし、発想も新しくする必

要があって、経験ある者からいえば、おかしな対応だといいますか、問題のある対応だと見えな

がらも、事業を展開する上では違った展開も既にあるわけなんで、そこのバランスをしっかり取

っていただきたいということで、そのための何か今後仕掛けといいますか、職員の研修の、要す

るに日吉津流の職員研修の在り方というものを考えるべきだというふうに思いますし、既にそう

いうことは工夫されているとは思いますけども、その点をもう一度お伺いしたいのと、それから、

くどいようですが、議会から定数内で配置すべきというふうな指摘をしております職種につきま

しては、専門性も必要だという観点で指摘しておりますので、その辺も改めてしっかり検討をし

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、その辺の２点について、御答弁お願いします。

○議長（山路 有君） 中田村長。

○村長（中田 達彦君） 村長でございます。２点御質問いただきました。

まず、２点目におっしゃいました、先ほどの定数内の職員が就くべきポジション、職はという

ところにつきましては、先ほど答弁申し上げましたように、念頭に置きながら検討をしてまいり

たいということを考えています。

それと、もう一点、その職員の研修の在り方、組織の運営のやり方ということについての御質
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問でございますけれども、これ、現在も各課で組織目標というのを年度当初につくって、これを

達成していこうということを一つの目標に、ＰＤＣＡを回しながらやっているところでありまし

て、それと連動して、各職員の目標を立て、それに向かって努力をしていくと。課長、管理職が

面談をしてというようなことをやっているところでございまして、そのやり方をもって、これ、

定年延長の職員もですし、また、新規の職員が新たな職に就いたときも、そういった考え方をも

って、そのときの考え方とか、何というか、新しい考えも取り入れながらこの年間計画をしっか

りと果たしていけるように、ベテラン職員の経験も引き継いでいただきながら、この組織の活性

化、充実を図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。今の同僚議員からの質問については、ほぼ了解

をしましたけれども、会計年度職員さんが現在も正職さんよりは多いっていう現状がありますが、

それに関してですけれども、この正職の枠が広がった場合、その会計年度の職員さんというのを、

どういうふうなお考えを持っておられるかということをお聞きしたいんですけど。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。

定数が広がって正規職員が増えるということになりますと、全体的な総数としてはやはり調整

していく必要があると思いますので、そこのバランスを見ながら、会計年度任用職員さんも、や

はりそこで原因ということも考えられると思っております。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。現在も会計年度さんで１０年以上勤めていただ

いてる方もあると思いますが、そういう面においてですけれども、そこのところ、先ほど同僚議

員からの質問にもあったんですけど、そこにも入ってくるかなと考えますが、そういう部署につ

いては、今後正職を配置していくというお考えというふうに捉えてもよろしいでしょうか。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。

今、どこの職場ということは想定はしてないんですけども、やはりこの機会に一つ一つのポジ

ションの業務を見直して、それが正職がふさわしいのか、これまでどおりしていただくのかとい

うのは検討していく必要があるというふうに思っています。以上です。

○議長（山路 有君） よろしいでしょうか。
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ほかにございませんか。

橋井議員。

○議員（３番 橋井 満義君） ３番、橋井です。この前の条例の議案の５２号で聞いとくべきだ

ったかなと思うんですが、ちょっと私も確認できなかったので。例えばこの派遣職員、うちにい

ますけども、今現在。その派遣職員はこの今回の条例の中の取扱いというのは、６０超えた場合

にはどういう扱いになるんですかね、そこの点、まず確認したいと思います。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 橋井議員の御質問にお答えします。

あくまで定数に数えられますので、これまでと一緒なような扱いになると思っております。以

上です。

○議長（山路 有君） 橋井議員。

○議員（３番 橋井 満義君） ということは、派遣をそのまま継続してすることもできるという

ことで解釈できますね。それはそれとして、今後の考え方は執行部のほうが考えるということで

すので、そこから先はよろしいです。

それで、この間、この職員のシミュレーション出していただいて、今後の職員の配置計画なり、

職員の年齢計画なりを見させていただきました。それで、この今回の議案の５３号で、４５人か

ら５０人ということなんですが、この条例改正の中で日吉津村職員の再任用に関する条例は１９

ページからるるとなってます。それで、６５までのシミュレーションということで、丁寧に作っ

ていただいてるのは分かるんですが、実際にこれ、６５まで本当勤められてこれが成り立つんで

あって、でも、実際、仮に私がこの立場で、６０で辞めて１年間は、私、出来のよくない橋井課

長だったんだけど、１年契約でちょっとおらせていただいて、ずるずるずるずる３年おったけど、

もうこれでええわ、やんばいなら、あんま、おってもみっともないなということで、６３で云々

ということも私、相当数あるんじゃないかな。それで、６５までのシミュレーションということ

が、本当にこれが私なっていくのかというのは、あくまでも想定内のことであるかもしれません

が、そうなる場合には、もう前もって手を打っていかないと、できないということが出てくるん

じゃないかなと思うんですね。

ですので、私は村民の目から見ても、やはり６０からの後の、またあの人役場にいるじゃない

の、ずっと、いうように言われる村民の方からの意見も実はあります。そこを想定しながら、前

もって前倒しで、やはり新規採用は進めていくべき姿勢が私は肝要じゃないかなと思うんですけ

ども、このシミュレーションを出していただいたものと、ここで、そごが生じてくるんではない
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かなというふうに私は思っておりますので、その点、村長、いかがなもんでしょうかね。前倒し

対策として新規職員の採用というのは、これはやはり重要な視点で考えていかないかんじゃない

かなと思っておるんですよ。決して、再任用といいますか、それを延ばすのが悪いとか云々じゃ

なくて、やはりそこは早めに対応しなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、その辺

の私の所見に対する御指摘があれば、意見を伺いたいと思います。

○議長（山路 有君） 橋井議員、あくまでもシミュレーションですので、あと、それと発言の

中に、みっともないなんていう言葉をこういう場所で、もう国の条例改正でこうして勤められる

わけなんで、こういう場所ではあまり、ちょっと発言を控えてほしいなというふうに思います。

実際に今、そういう立場の方がおられますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議員（３番 橋井 満義君） はい。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 橋井議員の御質問にお答えします。

国の考え方なんですけれども、この定年延長に当たって国が出しております質疑応答の中で、

定年引上げ期間中も必要な新規採用が継続されるべきと考えるが、定員管理の考え方はどのよう

なものかという質問に対しまして、国の回答としましては、地方公共団体において、質の高い行

政サービスを安定的に供給できる体制を確保するためには、定年引上げ期間中においても、一定

の新規採用職員を継続的に確保することは必要だというふうに言っております。ですので、毎年

の退職者の補充を行うことを基本とした従来の採用とは異なる対応が必要となるんだということ

で、対応しなさいという国の方針が出ております。それに従って、今回の本村の定員数の引上げ

ということをさせていただいているところでございまして、あくまでシミュレーションですので、

その方がマックス勤められるという想定の下で、この表自体は作らせていただいてるというとこ

ろでございます。以上です。

○議長（山路 有君） よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第５３号の質疑を終わります。

・ ・

日程第４ 議案第５４号

○議長（山路 有君） 日程第４、議案第５４号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補

正予算（第８回）を議題とします。
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これから質疑を行います。質疑ありませんか。

加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） ９番、加藤修です。７ページの歳入、衛生費国庫補助金１５７万

０００円の説明、１５ページ、中学校人材育成交流事業４８５万０００円、その下に物価高

騰対策、小学校卒業児童応援金１２０万、その下に児童給食費代助成７万０００円、１６ペー

ジの日吉津村スポーツ推進支援事業補助金１４万０００円、この説明をお願いをいたします。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。

まず、７ページの新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金の増額についての御説

明をさせていただきます。これは追加接種、乳幼児のゼロから４歳の接種がスタートいたしまし

た。この部分の費用増額分として計上させていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 加藤議員の御質問にお答えします。

１５ページ、中学生人材育成交流事業負担金についてです。これは、オーストラリアに派遣し

ている事業のことでございます。それで、当初予算ではＥｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐで要求してお

りますが、このところ、オーストラリアの渡航緩和を受けて、派遣を再開するものでございます。

現時点では、中学生８名と、それから引率３名、それから通訳としてＡＬＴを一緒に同行し、全

員で１２名で行ってくることを計画しております。これまで行っていたのは、実は平成３０年に

１回行ったきりではございますが、そのときに比べてホームステイをしっかり充実させて、語学

体験をしっかり取れるようにというふうなことで計上しております。

続きまして、その下になりますが、物価高騰対策、小学校卒業児童応援金について御説明いた

します。これは９月の第３回定例会でも、中学校の入学に対して様々な負担が保護者が多いんで

はないかというふうな御質問がありました。そういった対策と併せまして、最近の世界情勢にお

ける物価高騰によって、卒業時の保護者の負担がとても大きくなるというふうなことが見込まれ

ております。小学校の入学時には、現在就学前の育児パッケージにより保護者に支援を行ってい

るところですが、日吉津村立の学校を卒業する、この小学校の卒業時にしっかり応援していこう

というのがこの応援事業の趣旨となります。それで、１家庭、日吉津村に住んでおられる日吉津

小学校に通っている卒業生に対して、３万円を支給するものでございます。

続きまして、その下になりますが、児童給食費代の助成について御説明します。６月の補正の

ときに、それまでよりも給食費を５円値上げいたしました。これまで２８３円だったものを２８
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８円にして、ただ、家庭の負担を増やさないという目的で、牛乳代助成を１７円、昨年度まで行

っていたものを、食材費補助として２２円に５円増額して、保護者の負担を増やさないようにし

ました。これで４月分からずっと今まで来たのですが、一般質問の中でも教育長、答弁したとお

り、様々な食材について値上げが続いております。小学校で１０月までの金額、食材費のままこ

の状態でいったときに、３月にはどういう状態が起こるかということをシミュレーションしまし

たところ、現行の給食費では、３月末には３万０００円以上の不足が生じるということがもう

今の計算で分かっております。

そこで、今回新たに給食費を２８８円から２９３円に５円増額を行いまして、６月のときと同

様に、家庭の負担は増やさないように、食材費の補助を５円増額して、２２円から２７円にする

ものです。ただ、６月補正のときには４月に遡って修正をいたしましたが、今回は牛乳代も上が

りますこの１２月からの５円増額というふうなことで考えております。

それでは、最後に、１６ページ、日吉津村スポーツ推進支援事業補助金のことについて御説明

申し上げます。令和３年度、日吉津村では、鳥取県大会も勝ち抜いて、県の代表として全国大会

で活躍した児童生徒、あるいは若者のスポーツの支援として、バドミントン、トライアスロン、

アーチェリー、サッカー、空手の５種目において、延べ１９人の全国大会の補助を行ってまいり

ました。これらはスポーツをする子供たちの大きな励みになり、今年度は既に令和３年度の出場

の数とほぼ同レベルまで来てしまっているところが現状です。今後、年度末までに２つの種目で

全国大会に、これはもう出るんではないかと見込まれているものがございますので、その２種目

についての該当の額を増額したものを補正として上げております。

では、４つの事業についての説明、以上でございます。

○議長（山路 有君） 加藤議員。

○議員（９番 加藤 修君） ９番、加藤です。７ページの国庫補助金ですが、コロナ系と、そ

れから感染症補助金と２つに分かれておりまして、感染症のほうは０００円ほどですが、今コ

ロナが注目されてますけども、今、インフルエンザが同時にかかるというようなケースもあった

り、インフルエンザだけかかったりというところがありますが、その辺、把握されているのかど

うかという説明と、それから、今の給食費の助成、５円プラスした、これは１７円から５円上げ

て２２円にしたときには、きちんと議案の説明書があって、ここはこういうふうにしますよとい

うのを議論があって示されたと思ってますが、今回は教育長の答弁のときに我々初めて知ったと

いうような。やはり助成金、５円上げるっていって、じゃあ、本当に５円でいいんですかとか、

いろんな意見があったと思いますけど、それも何にもなしに、年度末ですので、回数が少ないで
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すので７万ぐらいで終わりますけども、来年度、令和５年度の当初予算には１００万要るんです

ね。２７円掛ける１８０掛ける２２０名として、約１００万。それで給食費を無償にせよといっ

たら、この金額は０００万になります、ざっとした計算ですけど。ですので、そういった大き

なところなので、やはり金額は少ないにしても、もうちょっとここのところはシビアに説明して

いただきたかったなと思っております。その２点だけ、要求します。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。

御指摘のとおり、現状のコロナの蔓延の状況の中で、インフルエンザの感染に対しても、非常

に国のほうも警鐘を鳴らしているところでございますけども、その中で、インフルエンザワクチ

ンも同日接種が可能というような状況になっております。ただ、感染されているというような情

報等は入ってきておりませんで、今のところ、そういうどちらの感染も気をつけて、早めの接種

をお願いしたいというところで、啓発をさせていただいております。以上です。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 加藤議員の御質問にお答えいたします。

おっしゃるとおり、あらかじめお知らせしておくべきだったなというふうに思いまして、今後

気をつけたいなというふうに思います。９月で５円増額させていただいたときに、今後もうまく

いくのではないかなという想定でしたが、ここのところの各物価、食材費の値上げが急だったも

のですから、急ごしらえの予算ということでもあったところで、失礼なことがあったなというふ

うに考えております。今後気をつけてまいりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

橋井議員。

○議員（３番 橋井 満義君） ３番、橋井です。ちょっと細かいことになるかもしれませんが、

お聞き、まずしたい項目といいますか、費目ですね、これについてはちょっと水光熱費の具合に

ついて伺いたいなと思います。といいますのが、おおむねこれ、１００万……。

○議長（山路 有君） ページ数、ちょっと言ってください。

○議員（３番 橋井 満義君） 了解です。まず、総務課の管理だと思いますが、この９ページの

財産管理で水光熱費の１２０万のこれは補正、それと大きいのが、あと、ほかのちょっと少ない

のはいいんですけど、教育委員会なんですよ。ごめんなさい、まず、総務課のそこの１２０万、

それから、１３ページのトレセンの１００万、それから、教育委員会になると思います。学校管

理費で２１７万、光熱水費、保健体育は９万０００、これも含めてでいいです。それから、１
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６ページの公民館費で１１８万ということで、特に教育委員会部分でいえば、足し算していきま

すと、おおむねこれが三百三、四十万も光熱水費でアップしとるんですね。ですから、まず、総

務課の担当の財産管理、それから建設産業課のトレセンの１００万、それから教育委員会の全部

光熱水費、合わせて約３３８万０００円になるんですが、これらの上がった要因は一体何だっ

たんですか、まずそこの点を聞きたいです。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 橋井議員の御質問にお答えいたします。

まず、財産管理費の光熱費、約１２０万の増額ですけども、これは役場庁舎に係る電気代でご

ざいます。こちらが、はっきり言いますと、これまでの当初の見込みより大幅に増額し、今後の

８月から１０月の３か月平均のものをそれ以降、１１月以降に見込んで計算しますとこれだけ不

足するということで、この額を出させていただいているところであります。

それから、同じく総務課の関係でいきますと、トレセンになります。トレセンでいきますと、

こちらもトレセンの電気代ということで、電気料金の値上げに伴いまして、今、当初予算で組ん

でおります額、ほとんどもう使い切っているというような状況で、こちらも今後の見込みの額を

月数掛けまして、それの不足分ということで、約１００万という額をはじき出しております。以

上です。

○議長（山路 有君） 横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 橋井議員の御質問にお答えします。

まず、光熱水費の小学校の学校管理費の部分についてでございます。光熱水費は、ガス代、電

気代、水道料金であったり、下水道等もあるんですが、その中で電気以外は何とか当初の予算の

中でいい具合にできるかなというふうなことで計算をしております。ただ、電気代については、

４倍でほとんどかかっている状況にあります。それで、年度当初に３６０万組んでいたんです

が、現在の状況でいくと、大体５７０万円ぐらいになるというふうなことが算出されております。

そこで、学校全体の電気代としての補正で２１０万円を計上しているものでございます。

それから、ヴィレステひえづについてですが、年度当初ではちょっと想定ができなかったもの

が、恐らくは、これはコロナワクチンの接種に係る部分も大きいのかなというふうなことで考え

てはおりますが、暖房費の増が非常に見込まれている状況でございます。現時点ではちょっと足

り苦しいというふうなところも明確になっておりますので、その部分で１１１万０００円を計

上しているものでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 橋井議員。

－１６－



○議員（３番 橋井 満義君） 説明をお伺いして分かりました。これの上昇の要因は、電気料金

のアップということに起因をしてるということのようであります。そういたしますと、今回この

光熱水費の部分を指摘させていただいたんですけども、次年度についても、やはりこれらの上昇

分を見込んだ予算計上がもう必要になってくるということを想定しなくちゃいけない。それに今、

ウクライナの話もあるんですけども、今後の電気料金がどこまで上がっていくのかということも、

もう分からない状況になってきております。油が上がり、それから、もう国内の電力供給もどう

いうふうな配給系統になっていくのかも見当がつかないということになってきてますから、もう

そうなると、ＳＤＧｓじゃないですけど、省エネなり云々をやっぱりもう考えていかざるを得な

いかなということになっていきますので、もう省エネ対策なり云々もやはり長期的な施策では必

要かなというふうに村長、思うところであります。

といいながらも、これも補正しなくちゃ、これ、やっていけないという現状がもう目の前に来

てますので、今後はその辺りでは、各担当の部局においては、省エネ、節電なりの云々という対

策はまた取っていただきたいというふうに思っております。

以上で終わります。

○議長（山路 有君） よろしいですか。

○議員（３番 橋井 満義君） はい。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） ５番、松本です。１２ページの民生費、保育所費ですが、職員手

当等で、時間外勤務が４０万０００円出ていますけれども、これはミライトひえづになった保

育所の負担が増えたのかという意味なのかどうかっていうところと、これくらいは出るのかなっ

ていう想定はしていたのかなっていう点をお願いします。

それと、１５ページの、先ほど加藤議員からも出ましたが、中学生の人材育成の、これ、負担

金となっていますけれども、この負担金というものの説明をお願いしたいと思います。この負担

金というのは、万が一またコロナが増えてきて、もし中止になった場合にどうなるのかっていう

点もお願いします。

あとは、先ほど出ました、人の揚げ足ばっかり取ってるようですが、光熱水費ですね、これは

大幅増なのはもう一般家庭も一緒ですのでよく分かっているんですけれども、何ていうんでしょ

う、今ニュースとかも見ますと、節電のためにスタジオを暗くしていますとかいうような対策が

出るんですが、役場というのはそういうものではないような気もするんですけれども、何かこれ
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に対して策を少しでも考えていられるのかなっていう点をちょっとお願いします。その辺お願い

します。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 松本議員の御質問にお答えします。

まず、保育所費の時間外勤務手当ですけれども、こちらは、当初想定していましたものよりミ

ライトオープンに係る準備ですとか式典ですとか、そういった、その関係でちょっと時間外が増

えたということで、そこが一番大きなところでございます。それと、細かいことを言えば、例え

ば給食の職員さんがちょっと長期的に休まれたようなこともありまして、そこをカバーするため

に時間外も使わせていただいたというところがこの時間外の伸びた要因でございます。

それと、光熱水費の電気料金ですけれども、もちろん日々の電気の節約というか、それは努め

ていくというのは当たり前のことですけれども、夏の節電の要請があったときは、庁舎を一斉に

消灯したりとか、夕方して、そいで、そういう節電に対する取組としてしてみたんですけども、

この時期ですので、ちょっとこれ電気消したら何も見えなくなってしまうというようなこともあ

って、今何ができるかというあたりをちょっと考えているとこでございますので、何らかの役場

としても取組をしていきたいなというふうに考えています。以上です。

○議長（山路 有君） 横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 松本議員からの御質問にお答えします。

今質問にありました中学生人材育成交流事業負担金についてですが、この中学校オーストラリ

ア派遣事業については、実行委員会を要綱で定めておりまして、その実行委員会に対する補助と

いう形でこの負担金の中に組まれております。それで、実際その実行委員会の中で監査等も行い

ながら、この報告もさせていただいているところです。

それで、このオーストラリア、現状では渡航緩和にもなりまして、今行く算段をずっと組んで

いるところではございますが、３年前にもありましたように、本当に２週間前に中止せざるを得

ないとか、やむを得ない状況になったときには、その代替案であります、目的は達成できないか

もしれませんが、Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐという形でまた代えさせていただけたらなというふ

うに考えております。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） すみません、その実行委員会というのは初めて聞いたような気が

するんですけども、多分私が知らないだけなのかなと思うんですけども、それはどういうものな

のかっていうものをもうちょっと詳しくお願いしたいのと、それは、先ほど言いましたように、
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もう中止になろうが何しようがこの金額は出るっていうことですね、補助ということなら。分か

りました。

それと、節電の話ですけれども、これは、夏場に結構節電をされていたのをちらっと見るんで

すけども、結構、何でしょう、軽装で、うちわをあおいでいるような職員さんもちらっと見えた

ような感じがあったり、ちょっと村民さんから言われたことがあったんですけども、そういう感

じではなく、あまり村民さんにいかにもっていう見えないような形でやっていただきたいという

のがありますので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。

すみません、オーストラリアのだけお願いします。

○議長（山路 有君） 実行委員会の内容について。

横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 松本議員の御質問にお答えします。

実行委員会は、オーストラリアに行く前に実際に組まれる委員会でございまして、具体的な委

員の構成としては、委員長、教育長、それから副委員長が中学校の校長になります。そして、監

事等は保護者の代表、それから第三者ということでほかの方にもお願いをしながら、監査も的確

にいただきながら、その使用方法についても検討なされて運営しております。以上です。

○議長（山路 有君） 松本議員。

○議員（５番 松本二三子君） すみません、思い出しました。結局旅費とかになるんですかね。

（「はい」と呼ぶ者あり）分かりました。

それと、すみません、歳入のもしていいですか。

○議長（山路 有君） いいですよ。

○議員（５番 松本二三子君） 歳入のほうの７ページ、７ページって歳入、どこだったっけ、海

浜運動公園の使用料が１１０万円、歳入で入るようになってます、これの説明をお願いします。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 松本議員の御質問にお答えいたします。

こちらの使用料はキャンプ場の使用料でございまして、当初予算では４４６万０００円ほど

組んでおりましたけれども、もう既に１０月時点で４３０万、４４０万ぐらい入ってきておりま

して、それで、今後の額を昨年並みに見込んでプラスしているというところでございます。以上

です。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

三島議員。
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○議員（４番 三島 尋子君） ４番、三島です。歳入からいかせていただきます。７ページに、

保険基盤安定負担金っていうのが国と県から入ってきております。これの財源はどこに充てられ

たかっていうことをお聞きします。

それと、８ページですけれども、うなばら荘の事業団清算金が４６６万０００円あります。

これは一般質問でも説明はされましたけれども、口頭ですので、これについてはきちんと清算の

仕方っていうか、それを出してきて説明をしていただきたいと思います。その点お願いいたしま

す。

○議長（山路 有君） 橋田課長、保険基盤は福祉保健課で答弁できるの。（「はい」と呼ぶ者

あり）最初、そっちのほうから答弁してください。後からちょっと……（発言する者あり）確認

しちょう。できるの。

小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

うなばら福祉事業団の清算金収入ということにつきましては、一般質問でもお答えさせていた

だいて、清算の決算報告をしていただいて、評議員のほうで承認をいただいております。ですの

で、こちらについては、また議会のほうでどういった報告をすべきかというようなところが、地

方自治法で、事業年度があればそれは議会で報告するということがうたってございますが、この

事業年度という解釈が、これが果たして令和４年度に当たるかどうかというところを県のほうに

今照会しておりまして、県のほうもあまり事例がないということで、今国のほうに、県から国に

照会してるという最中でございます、まだ返事が返ってきてないんですけれども。そういったこ

ともありますので、でも、いずれにしても決算報告なりをお示しをして、議会のほうには、本会

議になるか分かりませんけれども、説明はさせていただきたいなというふうには思っているとこ

ろでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員、後日でいいわけですね、今手元にないということですので。

三島議員。

ちょっと待ってください、まだ。（「いいです」と呼ぶ者あり）

橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

先ほどの御質問の保険基盤安定の負担金の充当先ですけども、国保の特会繰出金のほうに充当

させていただいているということでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。
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○議員（４番 三島 尋子君） 安定基金についてですけれども、福祉の、見てみますと、繰出金

は国保会計に３４万ですね。それよりも多く入ってきてます。その点はどうなってるのかなって

いうことを思ってるんですけれども。安定基金っていうのは、国保会計に対して出していくもの

っていう解釈でよろしいでしょうかね。

次、うなばら荘についてでありますけれども、先般の説明で、理事会に出して、評議員会に出

して、それが決裁になって清算になったっていうことはお聞きしました。でも、もう清算をされ

た後は日吉津村に残額が返ってくるわけですね、ここ予算が組んでありますけれども。その経過

っていうか、先般のときに百五十何万でしたかね、あと負債ですっていうことをお聞きしたよう

な気がするんですけど、決算書を見て私も思いましたけれども、何か少し違うのかなっていうふ

うに捉えたものでして、３年度に３００万出して、次にまた４年度に出してますね、３９０万

と０００幾らでしたかね、それをしていくと、４００幾らっていうのを引いていくと、その中

にたくさん残ったな、残るっていうか、返ってきたなっていうの思うんですけども、それには財

団法人が持ってた備品とかを売買をして、その費用が入ってきてると思うんですね。そういう経

過っていうのが分かりません。もううなばら荘を閉めてしまえば行政の管轄っていうか、見てい

くっていうふうになると思いますので、その経過については、やはりここできちんと説明をして

いただくっていうのが筋ではないかっていうふうに考えてます。何千万、億がつく出資をしてま

すので、その点を答弁よろしくお願いをいたします。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

額につきましては、先ほどおっしゃいました令和３年度で３００万ほどの補助金を入れてお

ります。それで、３年度の決算時点で累計が約４００万の赤字が出ていたということです。それ

に、令和４年度は当初予算で３１９万円、そして、４月にすぐ１９０万円の補正を組んでいた

だいて、補助金として入れさせていただいたということでございます。そして、それがマイナス

４００万の累計に、その補助金の額をプラスして、そこから支払わなければいけない額、それか

ら収入を差し引いた額が最終的にこの今回村に帰属される、財産収入として入ってくる４００、

この額になったということでございます。その辺のあたりの何が歳入があって何が歳出があった

というようなところは、やはり説明をしたいなというふうには思っています。

それで、そのためには、その決算報告書を皆さんにお配りして説明するのが一番いいかなとは

思っておりまして、先ほど申し上げたのは、今そのタイミングをちょっと調査しているというこ

とを申し上げたところですけれど。以上でございます。
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○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

まず、入のほうの保険基盤安定負担金の増額につきましては、県の決定に従いまして額が確定

して増額をしているものでございまして、繰り出しのほうの３４万円といいますのは、事務費部

分で増額になってきている部分を繰り出しを増やしたというところの調整となっております。以

上です。

○議長（山路 有君） 三島議員。

○議員（４番 三島 尋子君） ちょっと保険基盤安定っていうのは、国と県から来た安定負担金

で入ってきたものを即国保会計に出していくっていうものとは違うんですね。今まで出されてい

た一般財源がその分減ってくるとか、そういう考え方ではないっていうことなんですね。今回、

額が少ないですよね、入ってきたものよりは。今ちょっと聞いて少し私のほうで理解ができてな

い、その点、すみません、もう一度お願いします。

それと、うなばら荘についてですが、評議員会に出した資料を即議会に出していいかっていう、

簡単に言えばそういうことだと思いますけれども、私はやはり全村民の方に分かる体制っていう

か方法で示してほしいっていうことを思ってまして、その点が分からないなっていうことがある

ので申し上げました。その点、出せないっていうこと、決まってから、回答があってから示すっ

ていうことなんですね、うなばら荘の清算金の計算、その状況については、中身っていうことに

ついては。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 三島議員の御質問にお答えします。

資料が出せないということではないと思います。ただ、どういう形で出したらいいかというと

ころをちょっと今調べているところでございまして、その確認をさせていただいてからお示しさ

せていただきたいなというふうに思っているとこでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 総務課長、それはいつぐらいまでに示しができるわけですか、年内に。

小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 先ほどの御質問ですけれども、今照会中でして、回答が返ってくれ

ば、この議会中でも、例えば全協を開いていただいて、そこの場で報告するということも可能で

すし、それは本議会ということで報告しなければいけないということになれば、例えば最終日と

かで本会議の場で報告をするということも可能かなというふうに思っております。以上です。

○議長（山路 有君） ありがとうございます。
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橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 三島議員の御質問にお答えいたします。

申し訳ございません、私の説明が不十分で分かりにくかったと思いますが、御指摘のとおり、

基盤安定の負担金部分につきましては、繰入れを特会のほうにしていくということになりますが、

ほかの事業で予定をしておりました繰り出し部分をその分減額しておりまして、トータルとして

事務費の増額部分の３４万円を今回は繰り出しということで補正を、トータルの額としてはその

額になっているということです。今の負担金の増額の部分は別の事業の減額で調整をしておりま

して、その部分は差引きがゼロということになっておりますので、実質は事務費の部分だけが増

額という状況になっております。以上です。

○議長（山路 有君） ほかにございませんか。

前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ７番、前田です。５点ぐらいになると思いますが、伺いたいと思

います。

○議長（山路 有君） 簡潔明瞭に、ページ数きちんと示して行ってください。

○議員（７番 前田 昇君） いつもそういうふうに言っておりますけど。歳入の７ページです

ね、森林環境譲与税が、２万０００円ほどですが補正がされております。これは何か国の交付

の譲与税の確定があったので補正だというふうに思いますが、それと同額が歳出のほうの基金繰

り出しのほうにそのまま２万０００円が繰り出されております。こういった点において、本村

の場合のこの森林環境譲与税の、言わば使い道ですね、かなり限定された、海岸線の保安林の伐

採とか、林業に関わる仕事っていうことだと思いますね、その辺のところで、一応この歳入と歳

出についてどのように今後基金を支出して利用していくかという点を、大ざっぱでも結構ですの

で、考え方をお示しいただきたいと思います。

それから、２点目が、支出の歳出のほうの９ページの財産管理費のところで、電線移設工事負

担金ということで１３２万円が計上されておりまして、議案の説明の際に、庁舎の、庁舎内のと

いいますか、電柱や電線を一時移転ということでありましたが、この辺の経過をもう少し詳しく

伺いたいなというふうに思います。どういった事情でこの電線の移転が必要になったかっていう

ことと、それに対する負担金を村が出すということの意味合いを補足いただいたらと思います。

それから、３点目ですが、歳出の１２ページに、生活保護費の点が補正されております。令和

３年の生活保護国庫負担金の返還金ということで、０００万余り返還をされておりますが、ち

ょっと認識不足かもしれませんが、この生保の負担金を０００万返還するということについて、
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多額の額になっておりますので、その辺の事務的な、あるいはこの返還金の流れを少し御説明を

いただきたいなというふうに思います。

それから、４点目ですが、１４ページに、都市計画費の公園費の中で、管理棟の改修工事が、

その費用が ４倍になったための増額というような説明を受けましたが、これも多少認識不足か

もしれません、この、そもそも改修工事そのものはどういった内容だったでしょうか、トイレの

バリアフリーの点だったでしょうか、その辺のところを伺いたいなと思います。

それから、５点目ですが、１５ページの、先ほど来出ております中学生の人材育成交流事業の

負担金でありますが、先ほどの説明でありますと、実行委員会ということでありますが、要する

に当初予算ではＥｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐで組んでいた予算が、この年末にオーストラリアの研

修っていうことで負担金が予算化されると。語学研修を充実させたいという意図は分からないわ

けではないんですが、この１２月の補正で対応して、この事業が円滑にいくのか、準備が間に合

うのか、その辺がちょっと気になりますし、それから、今回、オーストラリアに研修活動をする

んだということの辺は実行委員会で議論された結果なのかどうなのか、その辺について御回答を

いただきたいと思います。以上です。

○議長（山路 有君） ５点ですね。

○議員（７番 前田 昇君） はい。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

まず、歳入の森林環境譲与税の関係ですけれども、こちらは、おっしゃいますとおり、額が大

体固まってきましたので、それに対して増額補正をするというものでございます。それで、事業

の考え方といたしましては、まずこれ、譲与税が入ってきましたら、まずは全額を基金へ積み立

てて、それで翌年度以降の事業費に充当するというような使い方をしております。何に使ってい

るかといいますと、先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、日吉津村の松林の保安林機能の

維持増進ということで、保安林保育作業の実施ですとか、松くい虫抵抗性クロマツの苗木を植え

たりとか、こういった事業に充当させていただいているということでございます。

それから、２点目の電線の関係なんですけれども、こちらにつきましては、役場の庁舎に高圧

ケーブル線が走っておりまして、それの更新工事ということでございます。これが、役場の、今

庁舎の下を、地下をずっとはわせて、高圧ケーブルが通ってキュービクルまで行ってるんですけ

ども、そちらがもう劣化してきた、老朽化してきたということで、更新工事が必要ということで

作業をしております。それで、今回はもう地中に埋まったものが劣化して引き出しができないと
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いうことで、敷地の外側を電柱を立てて高圧ケーブルをはわせてキュービクルまでに設定すると

いう作業でございます。そちらについて、移設工事が必要になったので、改めて今回計上をさせ

ていただいたということでございます。

それから、管理棟の改修作業でございますが、こちらにつきましては、キャンプ場の中にあり

ます管理棟、こちらを今回、便所を和式から洋式へ替えるという計画をしておりまして、そちら

の関係、それからシャワーブースをつける、壁をつけるというようなことも計画しております。

そちらの予算につきまして、資材等の高騰があったために増額補正をさせていただいたというこ

とでございます。以上でございます。

○議長（山路 有君） 橋田福祉保健課長。

○福祉保健課長（橋田 和久君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

生活保護費の国庫負担金返還金の額についての御説明をさせていただきます。令和３年度の負

担金の額の確定に伴いまして返還をするものでございまして、生活扶助費や医療扶助費、介護扶

助費ございますけども、特に医療扶助のところが、受入れとしましては約１００万ほど受入額

がございましたが、実績として２００万程度というところで約９００万、そこで返還が生じてい

るというところでございます。

医療扶助が、やはり高齢の方が生活保護の方でございますし、また医療機関に通院しておられ

るような方もございますので、この部分については、入院等、発生した場合には多額の医療費発

生してまいりますので、多めに申請をしてきているところでございます。過去の実績等も踏まえ

た中での受入れをしておりましたけども、実質的には使わなかったので返還させていただくとい

うことでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 前田議員の御質問にお答えします。

中学生の人材育成交流事業について、まず、令和４年度当初でＥｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐに組

んでいたものがオーストラリアにっていうふうなことでございます。実はこの令和４年の３月末

の時点では、たとえオーストラリア研修を組んだとしても、オーストラリアが受入れをしていな

い状態でございました。それで、たとえ少数でオーストラリアに行った場合であっても、オース

トラリアのルールでまず２週間ホテルで滞在して、陰性確認してからじゃないと実際の行動にか

かることができない、また、帰国する際にも同様の措置が取られていたために、研修実施はほぼ

不可能の状態でございました。

実行委員会に諮ってっていうふうなことではありませんが、後で説明もさせてはいただきまし
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た。その当時はとてもできない状況でありましたので、Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐで予算は組ん

だものでございます。以上です。

○議長（山路 有君） 前田議員。

○議員（７番 前田 昇君） ありがとうございました。

先ほどの２点目の９ページの庁舎内の高圧ケーブルの更新という御説明についてですが、結局

庁舎内の、要するに更新ですね、新たに上をはわせてやるということなんですが、これはあれで

すかね、庁舎のもともとのあった高圧ケーブルの更新というんですか、何かトラブルがあってっ

ていうことか、あるいは経年によりますもので、そもそもそういう方針を持って実際の施行の仕

方としてこういうふうになったのか、その辺をもう少し明確に御説明いただくとありがたいと思

います。

それから、もう１点、先ほどの１５ページの中学生人材育成交流ということですが、要するに

オーストラリアの事情は変わったということでは分かるんですが、本村としてこの事業をやると

いうときについて、当初Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃａｍｐで対応というのが、この１２月にオーストラ

リアにやはり行きますよっていうことで、当事者の中学生の諸君はうれしいのかもしれませんけ

ど、その辺りがこの時期の変更ということになると、非常に何か難しい面があるんじゃないかな、

あるいは学校行事との関係で難しい点があるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそこの

辺が場当たり的になってしまうと、研修の意味も不十分になるんじゃないかという意図で伺って

おりますが、その辺についての考え方を改めて御説明をいただきたいなというふうに思います。

以上です。

○議長（山路 有君） 小原総務課長。

○総務課長（小原 義人君） 前田議員の御質問にお答えします。

先ほどの高圧ケーブルの件でございますが、こちらは急遽なったわけではございませんで、も

う長年、庁舎建てて以来のことでございます。長年来の懸案事項ということで予算を組ませてい

ただいて、これ、実は当初予算に７１５万円ほど工事請負費で予算を組んでおります。その中で、

工事が、実際にやってみると、電気屋さんがやるところと、それから中国電力がやるところが分

かれているということで、今回組ませていただいたのは中国電力さんがやる部分をだけ取り出し

て、電線とか電柱っていうのは中国電力さんのものであったということでしたので、そこだけを

ちょっと別に切り離した部分を予算を組ませていただいたということでございます。

そして、当初予算で組んでいる額よりも、もちろん電気屋さんがやっていただくところはかな

り低い額でできますので、額としては上回るものでは全然ないんですけども、その当初予算の額
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をちょっと内訳をつけさせていただいたというような形になります。以上でございます。

○議長（山路 有君） 井田教育長。

○教育長（井田 博之君） 前田議員の御質問にお答えいたします。

実際に渡航するであろう子供たちへの配慮について、私のほうからお話しいたします。御心配

いただいてありがたいところでございますが、平成３０年度に行きました場合も、学校行事に支

障のない３月の末、修了式が終わって春休み、一般的に春休み中に行いましたので、行事的には

問題はないというふうに思います。

ただ、この時期になってからの今この補正予算をお認めいただくと即募集を開始するという格

好になって、気ぜわしいことや、どうしようかって迷うこともあろうかと思いますので、説明を

きちんとしながら進めてまいりたいというふうに考えております。

また、実際に準備段階につきましては、次長のほうから説明申し上げます。

○議長（山路 有君） 横田次長。

○教育次長（横田 威開君） 前田議員の御質問にお答えします。

日程調整等について心配だというふうなことで御意見いただきました。このオーストラリアに

実際に行った場合の調整等については、もう既に旅行業者ともやり取りを進めてるところでござ

います。この今、教育長申しました３月末というのは、オーストラリアでは長期休業中に当たり

ます。それと併せて、ホームステイがこのコロナ禍でオーストラリアのシドニー周辺のホームス

テイのルールが変わっていて、２４時間ずっと預かるということが今できなくなっているという

ふうな現状も把握しております。それで、そのおうちにいる時間以外はどこかにいないといけな

いっていうふうなことも出てきているんですが、この長期休業中ではあるんですが、私立学校で

授業の中に参加してもらえるところと調整が既に、どういうところができるかっていうふうな相

談も進めておりますし、そういった点でより具体的なスケジュール等の準備っていうのは今は既

に進めているところでございます。以上です。

○議長（山路 有君） よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） ないようですので、以上で議案第５４号の質疑を終わります。

・ ・

日程第５ 議案第５５号

○議長（山路 有君） 日程第５、議案第５５号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村国民健康保
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険事業勘定特別会計補正予算（第２回）を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですから質疑を終わります。

・ ・

日程第６ 議案第５６号

○議長（山路 有君） 日程第６、議案第５６号、令和４年度鳥取県西伯郡日吉津村後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２回）を議題とします。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（山路 有君） 質疑がないようですから質疑を終わります。

・ ・

○議長（山路 有君） これで本日の議事日程は全部終了いたしました。

なお、次回の本会議は、１２月１６日金曜日午後１時３０分から討論、採決を行いますので、

議場に御参集ください。

本日はこれをもって散会いたします。御苦労さまでした。

午前１０時４０分散会
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